
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部

を改正する命令案に対する意見募集の結果について 

 

                             令和３年８月 31 日 

内 閣 府 
文 部 科 学 省 
厚 生 労 働 省 

 

 

 内閣府、文部科学省及び厚生労働省においては、「就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」の概要を公表し、広

く国民の皆様から御意見を募集いたしました。 

 提出された御意見について、以下のとおり概要をまとめましたので、お知らせいたします。 

 

１．実施方法 

（１）募 集 期 間：令和３年７月 21日（水）から８月 19日(木) 

（２）意見提出方法：Webフォーム、郵送、ＦＡＸ 

 

２．御意見総数 

 １件 

 

３．御意見の概要及びそれに対する考え方 

別紙のとおり 

 

４．公布日・施行期日 

令和３年８月 31日（公布日施行） 

                          


